
第９編 民間都市開発推進資金融資 

第１章 特定民間都市開発推進資金貸付金 

第９条 貸付対象 

 法第１条第１０項の規定による資金の貸付けのうち、民間都市開発の推進に関する特別措置法（昭

和６２年法律第６２号。以下「民間都市開発法」という。）第４条第１項第１号及び第２号に掲げる

業務に要する資金の貸付けは、同法第３条第１項の規定により指定された民間都市開発推進機構（以

下「機構」という。）が行う同法第４条第１項第１号に掲げる業務（以下「参加業務」という。）及

び同項第２号に掲げる業務（以下「融通業務」という。）について行う。 

 

第９条の２ 貸付額 

１ 法第１条第１０項の規定による参加業務に係る貸付金（以下「参加貸付金」という。）の額は、民

間都市開発法第２条第２項第１号に掲げる民間都市開発事業に係る参加業務にあっては、民間都市

開発法第４条第１項第１号に規定する公共施設等（以下この条において「公共施設等」という。）の

整備に要する費用（都市再生特別措置法第３０条の規定の適用を受ける民間都市開発事業に係るも

のにあっては公共施設等及び同法第１９条の２第１項に規定する整備計画に記載された同条第８項

に規定する事項に係る国際競争力強化施設の整備に要する費用､同法第７１条の２の規定の適用を

受ける民間都市開発事業に係るものにあっては公共施設等及び同法第７１条第１項第１号に規定す

る緑地等管理効率化設備及び再生可能エネルギー発電設備等の整備に要する費用、同法第１０４条

の規定の適用を受ける民間都市開発事業に係るものにあっては、公共施設等及び同法第１０３条第

１項第１号の政令で定める公益的施設の整備に要する費用）から民間都市開発法第５条に規定する

道路又は港湾施設の整備に関する費用（以下この条において「道路等整備費用」という。）を除いた

額を限度として都市局長が必要と認めた額とする。 

２ 法第１条第１０項の規定による融通業務に係る貸付金（以下「融通貸付金」という。）の額は、融

通業務について民間都市開発法第４条第２項第１号の規定により日本政策投資銀行及び沖縄振興開

発金融公庫（以下「日本政策投資銀行等」という。）に寄託する資金（道路等整備費用に充てるべき

ものを除く。以下「寄託金」という。）の額を限度として都市局長が必要と認めた額とする。 

 

第９条の３ 機構貸付金の貸付申請の手続 

 機構は、参加貸付金又は融通貸付金（以下「機構貸付金」という。）の貸付けを受けようとすると

きは、都市局長が別に定める期日までに、特定民間都市開発推進資金貸付申請書（様式第９－１号）

に次の各号に掲げる貸付金の区分に応じ当該各号に掲げる書類を添えたものを都市局長に提出しな

ければならない。 

一 参加貸付金 次に掲げる書類 

イ 参加する事業（以下「参加事業」という。）の事業計画書（様式第９－２号）及び資金計画書

（様式第９－３号） 

ロ 共同事業者たる民間事業者との協定書案 

ハ 機構が取得する建築物又はその敷地（地上権その他の使用収益権を含む。以下「取得建築物

等」という。）に関する管理処分方針（様式第９－４号） 

ニ その他都市局長が指定する書面 

二 融通貸付金 特定民間都市開発推進資金貸付申請書記載の金額が必要であることを証する書類 

 

第９条の４ 貸付決定の通知 

 支出負担行為担当官都市局長は、機構貸付金の貸付けを決定した場合には遅滞なく、機構に対し

て、特定民間都市開発推進資金貸付決定通知書（様式第９－５号）を送付するものとする。 

 

第９条の５ 機構貸付金の支払請求の手続 

１ 機構は、前条の貸付決定（第９条の１６第３項の規定による貸付決定の変更があったときは、その



変更後のもの。）に基づき機構貸付金の交付を受けようとするときは、参加貸付金にあっては、特定

民間都市開発推進資金支払請求書（様式第９－６号）に支払計画、参加事業の進捗状況等に関する書

面を添えたもの、融通業務にあっては、特定民間都市開発推進資金支払請求書（様式第９－６号）を

支出官国土交通大臣官房会計課長に提出しなければならない。 

２ 機構は、参加貸付金に係る第１回目の特定民間都市開発推進資金支払請求書を提出するときは、

共同事業者たる民間事業者との協定書の写を提出しなければならない。 

 

第９条の６ 機構貸付金の交付 

 国の機構貸付金の交付は、前条第１項の特定民間都市開発推進資金支払請求書の提出があった後、

第９条の４の特定民間都市開発推進資金貸付決定通知書記載の貸付金交付時期等（参加業務にあっ

ては、支払計画、参加事業の進捗状況等を含む。）を勘案して行う。この場合において、機構は、機

構貸付金の交付を受ける際、都市局長に借用証書（様式第９－７号）を提出しなければならない。 

 

第９条の７ 利子 

 機構貸付金は、無利子とする。 

 

第９条の８ 償還期間及び償還方法 

１ 機構貸付金の償還期間は、都市局長が必要と認めて別の償還期間又は据置期間を定めたときのほ

か、２０年（５年の据置期間を含む。）とする。 

２ 機構貸付金の償還方法は、均等半年賦償還の方法によるものとし、償還期日は、参加貸付金にあっ

ては、毎年度９月２０日及び３月２０日とし、融通貸付金にあっては、毎年度６月２０日及び１２月

２０日又は９月２０日及び３月２０日とする。ただし、当該期日が銀行休業日に当たる場合は、直後

の営業日を償還期日とする。この場合において、半年毎の償還額に１，０００円未満の端数を生じた

ときは、その端数は合計して第１回の償還期日に償還するものとする。 

３ 機構貸付金が分割して交付される場合の第２回目以降の交付に係る貸付金の償還期日は、第１回

目の交付に係る貸付金の償還期日と同一とする。 

４ 前３項の規定にかかわらず、都市局長が特に必要と認めたときは、参加貸付金の償還方法は一括

償還の方法によることができるものとし、償還期間は１０年以内とする。 

 

第９条の９ 繰上償還 

１ 機構は、この要領に別に定める場合のほか、次の各号の一に該当する場合には、前条の規定にかか

わらず、機構貸付金を繰上償還するものとする。 

一 機構が、参加業務について、取得建築物等を譲渡した場合について、次条第１項又は第２項の規

定により、繰上償還の申込みをした場合（様式第９－８号） 

二 機構が、融通業務について、日本政策投資銀行等から寄託期間を繰り上げて寄託金の返還を受

けた場合において、次条第３項の規定により、繰上償還の申込みをした場合（様式第９－８号） 

三 第９条の１２第１項の規定により、又は第９条の１７、第９条の１８第２項若しくは第３項、第

９条の１９第２項若しくは第９条の２３第３項の規定に基づく指示により、都市局長が機構貸付

金の全部又は一部の償還を請求した場合（様式第９－９号） 

四 前３号に掲げる場合のほか、機構が特別の事由により繰上償還の申込みをした場合（様式第９

－８号） 

２ 都市局長は、前項第１号、第２号又は第４号の場合には、機構貸付金の繰上償還をすべきことを機

構に通知するものとする。（様式第９－１０号） 

 

第９条の１０ 取得建築物等の譲渡が行われた場合等における繰上償還 

１ 機構は、参加業務について、取得建築物等を譲渡した場合においては、当該参加業務に係る参加貸

付金の未償還残高を当該譲渡した日から起算して１０日以内に償還しなければならない。 

２ 前項の場合において、取得建築物等の一部について譲渡をしたとき又は譲渡代金を分割受領する



ときは、前項の規定にかかわらず、参加貸付金の総額に取得建築物等の価額に対する当該譲渡をし

た部分の価額の割合又は譲渡代金に対する当該分割受領した額（第２回目以降の分割受領にあって

は、当該分割受領の日までに受領した累計額）の割合を乗じて得た額に相当する額が、当該譲渡の日

又は当該分割受領の日までに償還した額と当該譲渡の日又は当該分割受領の日から起算して１０日

以内に第９条の８の規定により償還すべきこととされていた償還金との合計額を超える場合に限り、

当該超える額を償還すれば足りるものとする。 

３ 機構は、融通業務について、日本政策投資銀行等に対し、寄託期間を繰り上げて寄託金の返還を請

求し、これを受けた場合においては、当該融通業務に係る融通貸付金の総額に当該融通業務に係る

寄託金の総額に対する返還を受けた金額の割合を乗じて得た金額を、当該寄託金を受けた日から起

算して１０日以内に償還しなければならない。 

４ 機構が前２項の規定による償還を行った場合における機構貸付金の未償還残高の償還は、均等半

年賦償還の方法によるものとし、その償還期間は、残存の償還期間（前２項の規定による償還が据置

期間中に行われた場合には、残存の据置期間を据置期間として含む。）とする。ただし、都市局長が

必要と認めて別に償還期間又は据置期間を定めたときは、この限りでない。 

５ 資産担保証券等により譲渡代金を受領するときは、第１項の規定にかかわらず、参加貸付金の未

償還残高の償還は、償還期間を、残存の償還期間とし、その償還期間までに、当該参加貸付金の償還

方法に従い、一括償還又は均等半年賦償還の方法により行うものとする。ただし、都市局長が特に必

要と認めたときは繰上償還を命じることができる。 

 

第９条の１１ 延滞金 

 機構は、第９条の８から第９条の１０までの規定による機構貸付金の償還を怠ったときは、当該 

 

償還すべき期日の翌日から支払の日までの日数に応じ当該償還すべき金額につき年１０．９５パー

セントの割合で計算した延滞金を国に納付しなければならない。 

 

第９条の１２ 貸付条件違反等による繰上償還 

１ 機構は、次の各号の一に該当する場合において都市局長が償還期間の満了前に機構貸付金の全部

又は一部の償還を請求したときは、これに応じなければならない。（様式第９－９号） 

一 正当な理由なく機構貸付金の償還を怠った場合 

二 第９条の１４から第９条の２４までの規定に違反した場合 

三 民間都市開発法第１２条の規定により機構が改善命令を受けた場合で、都市局長が必要と認め

た場合 

四 民間都市開発法第１３条の規定により機構が同法第３条第１項の指定を取り消された場合 

五 前各号に掲げる場合を除くほか、機構貸付金に係る業務を誠実に遂行しない場合 

２ 機構は、前項（第１号を除く。）の規定により、又は第９条の１７、第９条の１８第２項若しくは

第３項、第９条の１９第２項若しくは第９条の２３第３項の規定に基づく指示により、機構貸付金

の償還期限が繰り上げられた場合においては、当該償還すべき額を償還するほか、貸付けの日の翌

日から支払の日までの日数に応じ、当該機構貸付金の総額（機構が、その一部を償還した場合におけ

る当該償還の日の翌日以後の期間については、その額から既に償還した額を控除した額）に対し、国

の債権の管理等に関する法律施行令第３７条の規定により算出した金額を国に納付しなければなら

ない。 

 

第９条の１３ 貸付決定の取消し等 

 都市局長は、機構が前条第１項各号に掲げる事由に該当することとなった場合においては、第９

条の４及び第９条の１６第３項の規定による貸付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は第９条

の６の規定による機構貸付金の全部若しくは一部の交付を停止することができる。 

 

 



第９条の１４ 経理の整理 

１ 機構は、参加業務に係る経理を参加事業ごとに帳簿上区分して整理しなければならない。 

２ 機構は、融通業務に係る経理とその他の業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。 

 

第９条の１５ 機構貸付金の目的外使用の禁止等 

１ 機構は、機構貸付金を第９条の４の特定民間都市開発推進資金貸付決定通知書で定める用途以外

の用途に使用してはならない。 

２ 機構は、日本政策投資銀行等から返還を受けた寄託金（融通貸付金に係るものに限る。）を使用し

てはならない。 

３ 機構は、次の各号に掲げる利子を前条の規定に従って整理するとともに、その使用に当たっては、

あらかじめ、都市局長の承認を受けなければならない。 

一 機構が参加貸付金の交付を受けた日から参加事業に要する費用を支払うまでの間に当該参加貸

付金によって生じた利子 

二 機構が取得建築物等の譲渡代金を受領した日から国に償還する日までの間に当該譲渡代金(参

加貸付金に係るものに限る。）によって生じた利子 

三 機構が融通貸付金の交付を受けた日から日本政策投資銀行等に寄託する日までの間に当該融通

貸付金によって生じた利子 

四 機構が日本政策投資銀行等から寄託金の返還を受けた日から国に償還する日までの間に当該寄

託金(融通貸付金に係るものに限る。）によって生じた利子 

 

第９条の１６ 事業計画等の変更 

１ 機構は、第９条の３第１号に規定する書類の内容を変更しようとする場合には、あらかじめ、都市

局長の承認を受けなければならない。ただし、都市局長が別に定める軽易な変更については、この限

りでない。 

２ 前項の場合において、第９条の４の貸付決定の内容に変更を要するときは、機構は、第９条の３に

規定する貸付申請の手続に準じて特定民間都市開発推進資金貸付申請書（様式第９－１１号）を都

市局長に提出しなければならない。 

３ 第９条の４の規定は、前項の規定による特定民間都市開発推進資金貸付変更申請書の提出があっ

た場合について準用する。（様式第９－１２号） 

 

第９条の１７ 参加事業の中止又は廃止 

 機構は、参加事業を中止し、又は廃止しようとする場合には、あらかじめ、都市局長の承認を受け

なければならない。この場合において、都市局長が必要な指示をしたときは、機構は、これに従わな

ければならない。 

 

第９条の１８ 業務遂行の義務 

１ 機構は、機構貸付金の交付を受けた日の属する年度内でかつ交付を受けた日から１０日以内に、

第９条の４の特定民間都市開発推進資金貸付決定通知書において定めるところにより、参加貸付金

を参加事業に充当し、又は融通貸付金を日本政策投資銀行等に寄託しなければならない。 

２ 機構は、前項の定めるところにより参加貸付金を事業に充当し、又は融通貸付金を日本政策投資

銀行等に寄託することができない場合又は困難になった場合には、直ちに都市局長に報告して、そ

の指示に従わなければならない。 

３ 機構は、第９条の４の特定民間都市開発推進資金貸付決定通知書において定めるところにより参

加事業を実施することができない場合又は困難になった場合には、直ちに都市局長に報告して、そ

の指示に従わなければならない。 

 

第９条の１９ 取得建築物等の賃貸又は譲渡 

１ 機構は、取得建築物等を第９条の３第１号ハに掲げる管理処分方針に反して使用し、若しくは処



分し、又は取得建築物等を担保に供してはならない。ただし、参加業務の遂行に支障を及ぼさない限

度において使用する場合において、あらかじめ、都市局長の承認を受けたときは、この限りではな

い。 

２ 機構は、取得建築物等を前項の管理処分方針に従って賃貸し、又は譲渡することが著しく困難に

なった場合には、速やかに都市局長に報告し、その指示に従わなければならない。 

３ 機構は、取得建築物等の全部又は一部を賃貸し、又は譲渡しようとするときは、あらかじめ、都市

局長に取得建築物等管理処分計画(様式第９－１３号）を提出して、承認を受けなければならない。 

 

第９条の２０ 賃貸又は譲渡の基準 

１ 取得建築物等の賃貸又は譲渡の相手方は、参加業務の目的を達成するために必要な資力及び信用

を有するもののうちから定めなければならない。 

２ 取得建築物等の賃貸価格又は譲渡価格は、近傍類似の建築物等の賃貸価格又は取引価格を基準と

し、当該参加事業に要する費用及び当該取得建築物等の位置、品位及び用途を勘案して、定めなけれ

ばならない。 

 

第９条の２１ 賃貸又は譲渡するときの条件 

１ 機構は、取得建築物等を賃貸し、又は、譲渡しようとするときは、参加業務の目的が達成されるよ

う必要な条件を附さなければならない。 

２ 機構は、取得建築物等を譲渡し、譲渡代金を分割受領しようとするときは、当該譲渡代金の支払が

完了するまでの間、譲受人が当該取得建築物等を譲渡し、賃貸し、又は担保に供しようとする場合に

はあらかじめ機構の承認を受けなければならないことを内容とする条件を附さなければならない。 

３ 機構は、前項の承認をしようとするときは、あらかじめ、都市局長の承認を受けなければならな

い。 

 

第９条の２２ 届出の義務 

 機構は、機構貸付金の償還が完了するまでの間、次の各号の一に該当する場合には、速やかに都

市局長にその旨を届け出なければならない。 

一 機構について、住所、名称若しくは代表者の変更又は民間都市開発法第４条第２項に規定する

協定若しくは寄附行為その他重要な事項に変更を生じた場合 

二 参加事業について、建築物等の火災その他重大な事故が生じた場合 

 

第９条の２３ 業務報告書等の提出 

１ 機構は、毎年４月末日までに、前年度の機構貸付金に係る参加業務及び融通業務の実績について

業務実績報告書（様式第９－１４号）を作成し、都市局長に提出しなければならない。ただし、参加

事業が完了した場合又は参加事業の廃止の承認を受けた場合には、事業の完了の日又は事業の廃止

の承認を受けた日から１月以内に当該事業に係る業務実績報告書を提出しなければならない。 

２ 機構は、融通業務について、毎事業年度の各４半期終了後４週間以内に、前４半期における融通業

務の状況に関し、業務状況報告書（様式第９－１５号）を作成し、都市局長に提出しなければならな

い。 

３ 都市局長において機構貸付金に係る参加業務又は融通業務の状況又は実績が貸付けの目的に適合

しないと認めて必要な指示をしたときは、機構は、その指示に従わなければならない。 

 

第９条の２４ 帳簿書類の調査等 

 都市局長において、参加業務又は融通業務の適正な運営上又は債権の保全上必要があると認めて、

機構貸付金の経理若しくはこれらの業務に関し質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、若しくは

参考となるべき報告若しくは資料の提出を要求し、又は機構貸付金の適正な運用を図るために必要

な措置を講ずべきことを指示したときは、機構はこれに応じ、又は従わなければならない。 

 



第９条の２５ 費用の負担 

 機構貸付金に係る公正証書の作成に要する一切の費用は、機構の負担とする。 

 

第２章 選定事業資金貸付金 

第９条の２６ 貸付対象 

 法附則第４項の規定による資金の貸付けは、機構が民間資金等の活用による公共施設等の整備等

の促進に関する法律（平成１１年法律第１１７号）第２条第５項の選定事業者（以下「選定事業者」

という。）に対して行う民間都市開発法附則第１４条第３項第２号及び第３号に掲げる業務のうち

次の各号に掲げるもの（同項第３号に掲げる業務にあっては、第１号に掲げる業務のうち街区公園、

近隣公園、都市緑地又は緑道の新設又は改築、第２号に掲げる業務のうち公共下水道又は都市下水

路の設置又は改築並びに第３号及び第４号に掲げる業務のうち土地区画整理事業又は市街地再開発

事業の施行により必要となるものに限る。）並びに同項第４号に掲げる業務のうち次の第２号から

第４号までに掲げるもの（以下「選定貸付業務」という。）について行う。 

一 民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令（昭和６２年政令第２７５号。以下「民間都市開

発令」という。）附則第２条第１項第２号に掲げる都市公園法（昭和３１年法律第７９号）による

都市公園の新設又は改築に係る業務（同法第１２条の２又は第１９条その他の法令の規定等によ

り、国がその費用の全部又は一部を負担し、又は補助することとされている事業に相当する事業

に関するものに限る。） 

二 民間都市開発令附則第２条第１項第３号に掲げる下水道法（昭和３３年法律第７９号）による

公共下水道、流域下水道又は都市下水路の設置又は改築に係る業務（同法第３４条その他の法令

の規定等により、国がその費用の一部を補助することとされている事業に相当する事業に関する

ものに限る。） 

三 民間都市開発令附則第２条第１項第７号に掲げる急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法

律（昭和４４年法律第５７号）による急傾斜地崩壊防止工事に係る業務（同法第２１条その他の法

令の規定等により、国がその費用の一部を補助することとされている事業に相当する事業に関す

るものに限る。） 

四 民間都市開発令附則第２条第１項第８号に掲げる海岸法（昭和３１年法律第１０１号）による

海岸保全施設の新設又は改良に関する工事に係る業務（同法第２６条又は第２７条その他の法令

の規定等により、国がその費用の全部又は一部を負担し、又は補助することとされている事業に

相当する事業に関するものに限る。） 

 

第９条の２７ 貸付額 

 法附則第４項の規定による選定貸付業務に係る貸付金（以下「選定貸付金」という。）の額は、選

定貸付金に係る機構の貸付金（以下「機構の貸付金」という。）の対象となる事業（以下「対象選定

事業」という。）について国が負担し、又は補助を行うとした場合において算定される負担金の額又

は補助金の額を限度として都市局長が必要と認めた額とする。 

 

第９条の２８ 選定貸付金の貸付申請の手続 

 機構は、選定貸付金の貸付けを受けようとするときは、都市局長が別に定める期日までに、選定事

業資金貸付申請書（様式第９－１６号）に次の各号に掲げる書類を添えたものを都市局長に提出し

なければならない。 

一 対象選定事業の事業計画、資金計画等を記載した書面（様式第９－１７号。ただし、民間都市開

発法附則第１４条第３項第３号に掲げる業務に係るものにあっては様式第９－１８号） 

二 選定事業者が機構の貸付金の貸付申請に当たって機構に提出する銀行等の債務保証に関する書

面の写 

三 その他都市局長が指定する書面 

 

 



第９条の２９ 貸付決定の通知 

 支出負担行為担当官都市局長は、選定貸付金の貸付けを決定した場合には遅滞なく、機構に対し

て、選定事業資金貸付決定通知書（様式第８－１９号）を送付するものとする。 

 

第９条の３０ 選定貸付金の支払請求の手続 

１ 機構は、前条の貸付決定（第９条の４５第３項の規定による貸付決定の変更があったときは、その

変更後のもの。）に基づき選定貸付金の交付を受けようとするときは、選定事業資金支払請求書（様

式第９－２０号）に支払計画、対象選定事業の進捗状況等に関する書面を添えたものを支出官国土

交通大臣官房会計課長に提出しなければならない。 

２ 機構は、第１回目の選定事業資金支払請求書を提出するときは、選定事業者が機構の貸付金の貸

付支払請求に当たって機構に提出する銀行等の債務保証に関する保証契約書の写を提出しなければ

ならない（当該保証契約書が変更された場合においては、第２回目以降の選定事業資金支払請求書

を提出するときに当該写を提出しなければならない）。 

 

第９条の３１ 選定貸付金の交付 

 国の選定貸付金の交付は、前条第１項の選定事業資金支払請求書の提出があった後、第９条の２

９の選定事業資金貸付決定通知書記載の貸付金交付予定時期等その他支払計画、対象選定事業の進

捗状況等を勘案して行う。この場合において、機構は、選定貸付金の交付を受ける際、都市局長に借

用証書（様式第９－２１号）を提出しなければならない。 

 

第９条の３２ 利子 

 選定貸付金は、無利子とする。 

 

第９条の３３ 償還期間及び償還方法 

１ 選定貸付金の償還期間は、都市局長が必要と認めて別の償還期間又は据置期間を定めたときのほ

か、２０年（５年の据置期間を含む。）とする。 

２ 選定貸付金の償還方法は、均等半年賦償還の方法によるものとし、償還期日は、毎年度９月２０日

及び３月２０日とする。ただし、当該期日が銀行休業日に当たる場合は、直後の営業日を償還期日と

する。この場合において、半年ごとの償還額に１，０００円未満の端数を生じたときは、その端数は

合計して第１回の償還期日に償還するものとする。 

３ 選定貸付金が分割して交付される場合の第２回目以降の交付に係る貸付金の償還期日は、第１回

目の交付に係る貸付金の償還期日と同一とする。 

 

第９条の３４ 機構の貸付金の貸付条件 

１ 機構の貸付金の償還期間は、２０年（５年の据置期間を含む。）とする。ただし、都市局長が前条

第１項に規定する別の償還期間又は据置期間を定めた場合においては、機構の貸付金の償還期間及

び据置期間は、当該別の償還期間及び据置期間と同一とする。 

２ 機構の貸付金の償還方法は、均等半年賦償還の方法によるものとし、償還期日は、毎年度９月１０

日及び３月１０日とする。ただし、当該期日が、銀行休業日に当たる場合は、直後の営業日を償還期

日とする。この場合において、半年ごとの償還額に１，０００円未満の端数が生じたときは、その端

数は合計して第１回の償還期日に償還するものとする。 

３ 機構の貸付金の交付が分割して行われる場合の第２回目以降の交付に係る機構の貸付金の償還期

日は、第１回目の交付に係る機構の貸付金の償還期日と同一とする。 

 

第９条の３５ 繰上償還 

１ 機構は、この要領に別に定める場合のほか、次の各号のいずれかに該当する場合には、第９条の３

３の規定にかかわらず、選定貸付金を繰上償還するものとする。 

一 機構が、選定事業者から、選定事業者との貸付契約において定められた償還期間を繰り上げて



機構の貸付金の償還を受けた場合において、次条第１項の規定により、繰上償還の申込みをした

場合（様式第９－２２号） 

二 第９条の３８第１項の規定により、又は第９条の４２第２項、第９条の４６第１項若しくは第

３項若しくは第９条の４７の規定に基づく指示により、都市局長が選定貸付金の全部又は一部の

償還を請求した場合（様式第９－２３号） 

三 前２号に掲げる場合のほか、機構が特別の事由により繰上償還の申込みをした場合（様式第９

－２２号） 

２ 都市局長は、前項第１号又は第３号の場合には、選定貸付金の繰上償還をすべきことを機構に通

知するものとする。（様式第９－２４号） 

 

第９条の３６ 選定事業者から機構の貸付金の繰上償還を受けた場合における繰上償還 

１ 機構は、選定事業者から機構の貸付金の繰上償還を受けた場合には、当該繰上償還の額に相当す

る金額を、当該繰上償還を受けた日から起算して１０日以内に償還しなければならない。 

２ 機構が前項の規定による償還を行った場合における選定貸付金の未償還残高の償還は、均等半年

賦償還の方法によるものとし、その償還期間は、残存の償還期間（前項の規定による償還が据置期間

中に行われた場合には、残存の据置期間を据置期間として含む。）とする。ただし、都市局長が必要

と認めて別に償還期間又は据置期間を定めたときは、この限りでない。 

 

第９条の３７ 延滞金 

 機構は、第９条の３３又は前２条の規定による選定貸付金の償還を怠ったときは、当該償還すべ

き期日の翌日から支払の日までの日数に応じ当該償還すべき金額につき年１０．９５パーセントの

割合で計算した延滞金を国に納付しなければならない。 

 

第９条の３８ 貸付条件違反等による繰上償還 

１ 機構は、次の各号のいずれかに該当する場合において都市局長が償還期間の満了前に選定貸付金

の全部又は一部の償還を請求したときは、これに応じなければならない。（様式第９－２３号） 

一 正当な理由なく選定貸付金の償還を怠った場合 

二 第９条の４０から第９条の４７までの規定に違反した場合 

三 民間都市開発法附則第１４条第４項の規定により読み替えて適用する民間都市開発法第１２条

の規定により機構が改善命令を受けた場合で、都市局長が必要と認めた場合 

四 民間都市開発法第１３条第１項の規定により機構が民間都市開発法第３条第１項の指定を取り

消された場合 

五 前各号に掲げる場合を除くほか、選定貸付金に係る業務を誠実に遂行しない場合 

２ 機構は、前項（第１号を除く。）の規定により、又は第９条の４２第２項、第９条の４６第１項若

しくは第３項若しくは第９条の４７の規定に基づく指示により、選定貸付金の償還期限が繰り上げ

られた場合においては、当該償還すべき額を償還するほか、貸付けの日の翌日から支払の日までの

日数に応じ、当該選定貸付金の総額（機構が、その一部を償還した場合における当該償還の日の翌日

以後の期間については、その額から既に償還した額を控除した額）に対し、国の債権の管理等に関す

る法律施行令第３７条の規定により算出した金額を国に納付しなければならない。 

 

第９条の３９ 貸付決定の取消し等 

 都市局長は、機構が前条第１項各号に掲げる事由に該当することとなった場合においては、第９

条の２９及び第９条の４５第３項の規定による貸付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は第９

条の３１の規定による選定貸付金の全部若しくは一部の交付を停止することができる。 

 

第９条の４０ 経理の整理 

 機構は、選定貸付業務に係る経理とその他の業務に係る経理とを区分して整理しなければならな

い。 



第９条の４１ 選定貸付金の目的外使用の禁止等 

１ 機構は、選定貸付金を第９条の２９の選定事業資金貸付決定通知書で定める用途以外の用途に使

用してはならない。 

２ 機構は、選定事業者から償還を受けた機構の貸付金を使用してはならない。 

３ 機構は、次の各号に掲げる利子を前条の規定に従って整理するとともに、その使用に当たっては、

あらかじめ、都市局長の承認を受けなければならない。 

一 機構が選定貸付金の交付を受けた日から選定事業者に機構の貸付金として貸し付ける日までの

間に当該選定貸付金によって生じた利子 

二 機構が選定事業者から機構の貸付金の償還を受けた日から国に償還する日までの間に当該償還

金によって生じた利子 

 

第９条の４２ 業務遂行の義務 

１ 機構は、選定貸付金の交付を受けた日の属する年度内でかつ交付を受けた日から１０日以内に、

第９条の２９の選定事業資金貸付決定通知書において定めるところにより、選定貸付金を機構の貸

付金として選定事業者に貸し付けなければならない。 

２ 機構は、前項の定めるところにより選定貸付金を選定事業者に貸し付けることができない場合又

は困難になった場合には、直ちに都市局長に報告して、その指示に従わなければならない。 

 

第９条の４３ 選定貸付業務における機構と選定事業者との間の貸付契約に定めるべき事項 

 機構は、選定貸付業務における機構と選定事業者との間の貸付契約（以下この条において「貸付契

約」という。）において、次の各号に掲げる事項についての定めをするものとする。 

一 選定事業者は、機構の貸付金に係る経理を明確にするために、会計帳簿により他の財源による

資金と明確に区分して整理しておかなければならないこと。 

二 選定事業者は、機構の貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用してはならないこと。 

三 選定事業者は、対象選定事業に係る事業計画、資金計画、銀行等の債務保証等で貸付契約で特に

定めるものの変更をする場合には、機構の承認を受けなければならないこと。 

四 選定事業者は、対象選定事業を中止し、又は廃止する場合には、機構の承認を受けなければなら

ないこと。 

五 選定事業者は、対象選定事業が予定の期間内に完了していない場合又は当該事業の遂行が困難

となった場合には、速やかに機構に報告して、その指示に従わなければならないこと。 

六 選定事業者は、対象選定事業により取得した財産を貸付けの目的に反して使用、処分又は担保

に供する場合には、機構の承認を受けなければならないこと。 

七 選定事業者は、貸付契約で定めるところにより、対象選定事業の進捗の状況に関し、機構に報告

しなければならないこと。 

八 選定事業者は、対象選定事業が完了した場合（対象選定事業の廃止の承認を受けた場合を含む。）

には、貸付契約で定めるところにより、当該事業の成果を記載した実績報告書を機構に提出しな

ければならないこと。 

九 選定事業者は、機構により、前号に規定する対象選定事業の成果が機構の貸付金の貸付けの目

的及び事業計画書の内容に適合していないと認められた場合には、その指示に従わなければなら

ないこと。 

十 第５号又は前号に規定する指示による場合のほか、次に掲げる場合には、貸付契約に基づく貸

付けに係る債権の全部又は一部について、履行期限を繰り上げることができること。 

イ 選定事業者が正当な理由なく、機構の貸付金の償還を怠ったとき 

ロ 選定事業者が、第１号から前号までに掲げる事項についての定めに従わないとき 

ハ 選定事業者が、貸付契約で定める期間内に機構の貸付金の貸付けの目的に従って使用しない

とき 

ニ その他選定事業者が貸付契約の定めに従って誠実に事業を遂行しないとき 

 



第９条の４４ 届出の義務 

 機構は、選定貸付金の償還が完了するまでの間、機構について、住所、名称若しくは代表者の変更

又は寄附行為その他重要な事項に変更を生じた場合には、速やかに都市局長にその旨を届け出なけ

ればならない。 

 

第９条の４５ 対象選定事業の事業計画等の変更承認等 

１ 機構は、選定事業者に対し、第９条の４３第３号、第４号又は第６号の承認を行う場合には、あら

かじめ都市局長の承認を受けなければならない。ただし、都市局長が別に定める変更に係る承認に

ついては、この限りでない。 

２ 前項本文の場合において、第９条の２９の貸付決定の内容に変更を要するときは、機構は、第９条

の２８に規定する貸付申請の手続に準じて選定事業資金貸付決定変更申請書（様式第９－２５号）

を都市局長に提出しなければならない。 

３ 第９条の２９の規定は、前項の規定による選定事業資金貸付決定変更申請書の提出があった場合

について準用する。（様式第９－２６号） 

 

第９条の４６ 報告等 

１ 機構は、第９条の４３第５号、第７号及び第８号の報告を受けた場合には、速やかに都市局長にそ

の内容を報告するとともに、同条第５号及び第９号の指示を行う場合には、あらかじめ都市局長に

報告しなければならない。この場合において、都市局長が必要な指示をしたときは、機構は、その指

示に従わなければならない。 

２ 機構は、毎年４月末日までに、前年度の選定貸付業務の実績について業務実績報告書（様式第９－

２７号）を作成し、都市局長に提出しなければならない。 

３ 都市局長において選定貸付業務の状況又は実績が貸付けの目的に適合しないと認めて必要な指示

をしたときは、機構は、その指示に従わなければならない。 

 

第９条の４７ 帳簿書類の調査等 

 都市局長において、選定貸付業務の適正な運営上又は債権の保全上必要があると認めて、選定貸

付金の経理若しくはこれらの業務に関し質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、若しくは参考と

なるべき報告若しくは資料の提出を要求し、又は選定貸付金の適正な運用を図るために必要な措置

を講ずべきことを指示したときは、機構はこれに応じ、又は従わなければならない。 

 

第９条の４８ 費用の負担 

 借用証書等に係る印紙税及び選定貸付金に係る公正証書の作成に要する一切の費用は、機構の負

担とする。 
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